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関係県知事からの意見聴取結果

県名 回答 回答に関する考え方

三重県

雲出川水系河川整備計画（案）について、意見は
ありません。

なお、当該河川整備計画に基づく事業の実施に
あたっては下記のとおり要望します。

１．治水事業の促進について

近年の気候変動に伴い洪水被害が増加しており、
雲出川流域の洪水被害を軽減するため、早期に
治水効果を発現されるよう、効果的かつ効率的な
河川整備を進めることを要望します。

２．コスト縮減について

今後も地方財政は厳しいことが予想されることか
ら、計画の実施に際しては十分に調整して頂くと
ともに、更なるコスト縮減を要望します。

３．ソフト対策について

洪水被害を軽減させるハード対策と併せて、住民
の生命を守るためのソフト対 策について、更なる
取組みを要望します。

１．について

要望を踏まえて、早期に治水効果
を発現されるよう、効果的かつ効
率的な河川整備を進めて参ります。

２．について

要望を踏まえて、計画の実施に
際して三重県や関係地域と調整す
るとともに、コスト縮減を図って参り
ます。

３．について

要望を踏まえて、洪水被害を軽減
させるハード対策と併せて、住民
の生命を守るためのソフト対策に
ついて、取組んで参ります。



関係省庁との協議結果
（雲出川河川整備計画）



関係省庁との協議結果

省庁名 回答 回答に関する考え方

経済産業省
中部経済産業局長

特に意見はありません ―

農林水産省
東海農政局長

意義はない ―

環境省 意見はございません ―


